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貨物軽自動車運送事業に関する安全対策について
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貨物軽自動車運送事業者の安全対策に関するスケジュール

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令
和６年法律第23号）に基づき、貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化。関係法令が令和７年４
月より施行されている。
令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者に対しては、貨物軽自動車安全管理者の
選任や適性診断の受診等に関して、猶予期間を設けている。

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者の、初任運転者等への指導及び適性診断の受診の期限

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者の、貨物軽自動車安全管理者の選任期限

貨物軽自動車運送事業者の新たな安全対策の施行※
※令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者には一部の対策について猶予期間あり

改正法令の公布

令和9年3月

令和10年3月

令和7年4月

令和6年5月
～

令和6年10月

貨物軽自動車運送事業者の安全対策の施行日や実施期限

★本日
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貨物軽自動車運送事業者の新たな安全対策（1/2ページ）

貨物軽自動車安全管理者の講習受講1

貨物軽自動車運送事業者に対して、「貨物軽自動車安全管理者」に選任しようとしている者に貨物軽自動車安全管理者講習を、
「貨物軽自動車安全管理者」に貨物軽自動車安全管理者定期講習を、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させることを
義務付ける。

• 貨物軽自動車安全管理者講習：選任前、貨物軽自動車安全管理者の候補者が受講
• 貨物軽自動車安全管理者定期講習：選任後、貨物軽自動車安全管理者が２年ごとに受講
※貨物軽自動車運送事業以外の貨物自動車運送事業も行っている場合であって、現に運行管理者として選任されている者を除く

バイク便を除く

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出2

貨物軽自動車運送事業者に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を速やかに選任することを義務付ける。
選任したときは、主に以下の項目について、管轄する運輸支局等に遅滞なく届出することを義務付ける。

• 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
• 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
• 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
• 貨物軽自動車安全管理者の兼職の有無

バイク便を除く

初任運転者等への指導及び適性診断の受診3

貨物軽自動車運送事業者に対して、以下の特定の運転者に対して特別な指導をすること、国土交通大臣に認定
された適性診断の受診をさせることを義務付ける。

• 初任運転者（過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者）
• 高齢者（65歳以上の者）
• 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

また、貨物軽自動車運送事業者に対して、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を
記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを営業所に備え置くことを義務付ける。

バイク便を除く

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営
届出を行った者は、令和9年3月までに選任

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営
届出を行った者は、令和10年3月までに実施
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貨物軽自動車運送事業者の新たな安全対策（2/2ページ）

業務の記録4

貨物軽自動車運送事業者に対して、行った業務について主に以下の項目等の記録を作成し、1年間保存することを義務付ける。
• 運転者等の氏名
• 車両番号（ナンバープレート等）
• 業務の開始、終了及び休憩の日時と地点
• 業務に従事した距離
• 主な経過地点

バイク便を除く

事故の記録5

貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し、3年間保存
することを義務付ける。

• 乗務員等の氏名
• 事故の発生日時と場所
• 事故の概要
• 事故の原因と再発防止策

国土交通大臣への事故報告6

貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等が発生した場合、主に以下の項目等について、
30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告することを義務付ける。
そのうち、２人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに
運輸支局等に速報することを義務付ける。

• 自動車の使用者の氏名又は名称
• 事故の発生日時と場所
• 当時の状況
• 当時の処置
• 事故の原因と再発防止策
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これまでの国土交通省の取組｜安全対策を解説するホームページの開設、ハガキによる周知

掲載している主な内容

• 質問回答集
安全対策に関して、よくある質問とその回答を
約100問公開

• 解説リーフレット
安全対策の実施内容をまとめたリーフレット
（５言語版を作成）

• 解説動画
安全対策の実施手順・方法をまとめた動画

（約1分30秒の概要版、約12分20秒の詳細版の２種類）

• 問い合わせ窓口
貨物軽自動車運送事業者向けの問い合わせ窓口を
令和６年10月から開設

全国の貨物軽自動車運送事業者に対してはがきを送付し、
本取組や法改正の内容を周知

貨物軽自動車運送事業者が実施する安全対策についてホームページを開設し、安全対策の内容に関する
解説リーフレットや解説動画、質問回答集等を公表。
加えて、これらの内容を記載したハガキを貨物軽自動車運送事業者に送付。
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これまでの国土交通省の取組｜安全対策の内容等を周知する説明会を開催

説明会の概要

貨物軽自動車運送事業者が実施する安全対策について、全国10か所で説明会を開催。

• 実施時期：
令和6年11月から令和7年1月にかけて開催

• 場所：
札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、那覇

• 周知内容：
①貨物軽自動車運送事業における安全規則関係

• 貨物軽自動車運送事業の事故の現状：貨物自動車運送事業全体の傾向に
反し増加していること

• 令和7年4月から強化される安全対策：貨物軽自動車安全管理者の選任や
講習の受講、適性診断の受診などが義務付けられること

②事業用自動車における健康起因事故対策関係
• 健康起因事故の現状：増加傾向であり、心臓疾患や脳血管疾患、睡眠時

無呼吸症候群による事故の割合が高いこと
• 事業者による対策：健康診断の受診、点呼時の健康状態の確認、健康管理

に関する教育が求められること



6

これまでの国土交通省の取組｜「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の実施

今年度から「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の対象に「貨物軽自動車運送事業者」を追加し、貨物軽
自動車運送事業における安全対策の実施状況も点検することとしている。

【物流・自動車局重点点検事項】
（１）軽井沢スキーバス事故を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況
（２）健康管理体制の状況
（３）運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況
（４）運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況
（５）車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況

（特に大型自動車の車輪脱落事故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況）
（６）大雪に対する輸送の安全確保の実施状況
（７）貨物軽自動車運送事業における安全対策の実施状況

【物流・自動車局関係点検事項】
① 点呼の実施、運転者に対する指導監督の実施状況
② コンテナ輸送における安全対策の実施状況
③ バスターミナル及び自動車道の保守点検の実施状況
④ 自然災害・事故等発生時の乗客等の安全・安心確保のための通報・連絡・指示体制等の
整備・構築状況

⑤ テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の
通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況

⑥ 新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエンザ
対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における
感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況
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現状の問題｜適性診断の受診人数の伸び悩み

適性診断について、現在の受診ペースでは、期限までの全対象者の受診完了は困難と見込まれる。
この状況が続いた場合、期日直前に受診の希望が殺到することが懸念される。

注）予測値は、令和7年4月～11月の受診平均と同じペースで受診されるものとして推計
出所）各適性診断実施機関提供データより、NRI作成

適性診断の受診者数の推移と将来予測

会議内限り（非公表）

非公表
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【参考】地域別の適性診断機関の受入可能人数

過年度の調査において、適性診断実施機関における、貨物軽自動車運送事業者向けの適性診断の年間の受
入可能人数は約27万人と推計されている。

全国全体の受入可能人数585,808人に対し、令和５年度の受入実績人数は319,029人（稼働率54.5%）。現在貨物の適性診断を実施し
ている機関が貨物軽自動車運送事業者の運転者の適性診断を実施・受け入れると仮定すると、年間のキャパシティは全国で266,779人
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出所）全国の適性診断（貨物）の実施機関に対するアンケートよりNRI作成

令和6年度 第4回軽貨物軽自動車運送事業適正化協議会
資料2「貨物軽自動車運送事業に係るアンケート結果」P.19
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【参考】貨物軽自動車安全管理者講習の修了者の推移

貨物軽自動車安全管理者講習について、修了するペースを増加させる必要があるため、eラーニング等、受講場所
を問わない受講方法があることを周知するなど、早期受講を働きかけていく。

貨物軽自動車安全管理者講習の修了者数の推移と将来予測

注）予測値は、令和7年3月～10月の修了平均と同じペースで修了されるものとして推計
出所）各講習実施機関提供データより、NRI作成

会議内限り（非公表）

非公表
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適性診断に係る今後の課題と対応方針

貨物軽自動車運送事業者へのヒアリングから、適性診断の受診までの各段階に課題があることが判明した。
期限までに対象者が余裕をもって適性診断を受診するためには、行政による情報発信や監督の実施に加え、
適性診断実施機関による受診制約の解消や効果的な周知の実施が不可欠である。

適性診断の受診停滞の課題と対応方針

課題（ヒアリング結果より抜粋） 対応方針

• 施行日まで猶予があるため、受診を先送りにし
ている

• 受診のための時間確保が困難
• 急いで受診するメリットを感じていない

• 診断機関の支所までの移動が負担
• 診断機関に駐車場がない場合がある

• 予約が取りづらい

受診

• 行政による以下の対応を実施
• 広報活動を強化し、受診の意義・目的を周知する
• 各貨物軽自動車運送事業者への監督体制を強化する

• 協議会構成員の各事業者及び適性診断実施機関による以下の
ご対応【ご相談事項】
• 場所・時間の制約を解消した適性診断の受診方法を
周知するなど、受診ハードルの解消策を検討・議論する

• 委託先に対して安全対策を改めて周知し、貨物軽自動
車運送事業者の理解を深める

予約

認知・
意思決定
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適切かつ確実な安全対策の実施に向けた今後の取組（案）

適性診断の受診をはじめとした安全対策の適切かつ確実な実施に向けて、国土交通省、元請事業者等、適性
診断実施機関の三者が一体となって、取組を進めさせていただきたい。

適切かつ確実な
安全対策の実施

元請事業者等
（大手荷主含む）

適性診断
実施機関

国土交通省

• 元請事業者等への適性診断の内容説明
• 適性診断の受診ハードルの解消に向けた検討・

議論
• 非対面方式の適性診断の推進、遠隔カウンセリ

ングの推進

• 委託事業者分の適性診断を契約いただくことの
検討

• 適性診断の実施機関となることの検討
• 委託事業者に対して、安全対策を再度周知いた

だくこと

• 既存の貨物軽自動車運送事業者への安全対
策の再周知（個別の貨物軽自動車運送事業
者に対するハガキの再送付等）

• 運輸支局出頭時（貨物軽自動車運送事業経
営届出又は貨物軽自動車安全管理者選任届
出）における適性診断受診の案内

• 貨物軽自動車運送事業者への効率的な監査
手法の検討

三者の今後の取組（案）


